長洲町事業者設備等支援事業補助金交付要綱

（趣旨）
第1条　この要綱は、地域経済を支える小規模事業者の生産性向上及び経営基盤強化を図るため、設備投資等に要する経費の一部を補助することにより、事業者の持続的発展に寄与することを目的として、長洲町事業者設備等支援事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内で交付することに関し、長洲町補助金交付規則（昭和58年長洲町規則第1号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第2条　この要綱において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成5年法律第51号）第2条に規定する小規模事業者をいう。
（補助対象者）
第3条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)　別表第1に掲げるもののうち、補助対象となりうる事業者に該当する者
(2)　町内に主たる事業所を有し、継続して事業を営む小規模事業者
(3)　町税等の滞納がない者
(4)　長洲町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者
（補助対象事業）
第4条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第2のとおりとする。
（補助対象経費）
第5条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表3に掲げるもののうち、次の各号のいずれにも該当するもので、町長が適当と認めたものとする。この場合において、補助対象経費に消費税及び地方消費税に相当する額は含めないものとする。
　(1)　本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
　(2)　交付決定日以降に発生したもので実施期間中に支払いが完了した経費
　(3)　領収書等によって支払金額が確認できる経費
（補助金の額）
第6条　補助金の額は、補助対象経費の額に別表2に掲げる補助率を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）とし、30万円を上限として交付する。ただし、補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
（実施期間）
第7条　補助事業の実施期間は、交付決定の日から令和8年12月31日までとする。
（補助金の交付申請）
第8条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、長洲町事業者設備等支援事業補助金交付申請書（別記第1号様式）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
　(1)　事業計画書（別記第2号様式）
　(2)　直近1期分の確定申告書等の写し
　(3)　納税証明書（未納のない旨の証明書）
　(4)　補助対象経費に係る見積書
　(5)　その他町長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）
第9条　町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、長洲町事業者設備等支援事業補助金交付決定通知書（別記第3号様式）により、補助金を交付しないことを決定したときは、長洲町事業者設備等支援事業補助金不交付決定通知書（別記第4号様式）により、当該申請者に通知するものとする。
（事業計画の変更等）
第10条　前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、申請内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに長洲町事業者設備等支援事業補助金変更（中止）申請書（別記第5号様式）を町長に提出しなければならない。
2　町長は、交付決定者から前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、長洲町事業者設備等支援事業補助金変更交付決定通知書（別記第6号様式）により、当該交付決定者に通知するものとする。
（実績報告）
第11条　交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は令和9年1月31日のいずれか早い日までに、長洲町事業者設備等支援事業補助金実績報告書（別記第7号様式）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
　(1)　領収書等の写し
　(2)　完成写真等
　(3)　その他町長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
第12条　町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書及びその他関係書類を審査し、補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町事業者設備等支援事業補助金額確定通知書（別記第8号様式）により、交付決定者に通知するものとする。
（補助金の請求及び交付）
第13条　交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは長洲町事業者設備等支援事業補助金交付請求書（別記第9号様式）を町長に提出しなければならない。
2　町長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
（交付決定の取消し）
第14条　町長は、交付決定者が次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
　(1)　偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
　(2)　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
　(3)　その他明らかに補助対象事業の目的に反すると認められるとき。
（補助金の返還）
第15条　町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
（その他）
第16条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
　この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
	補助対象となりうる者
	補助対象にならない者

	・会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)

	・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者（個人の林業、水産業者についても同様）
・協同組合等の組合（企業組合・協業組合を除く）
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・ＮＰＯ法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で企業届を出していない創業予定者
・任意団体　等



別表第2（第4条・第6条関係）
	補助対象事業
	補助金額及び補助率

	①生産性向上に関する取組
②売上増加に関する取組
③付加価値訴求に関する取組
	補助対象経費の4/5以内
（交付上限額30万円）



別表第3（第5条関係）
	補助対象経費
	補助対象事業の実施に必要と認められる機械装置等整備費、広報費、商品開発費、委託費、外注費



　別記第1号様式（第8条関係）

　　長洲町事業者設備等支援事業補助金交付申請書
　［別紙参照］

　別記第2号様式（第8条関係）
　　
　　事業計画書
　［別紙参照］

　別記第3号様式（第9条関係）

　　長洲町事業者設備等支援事業補助金交付決定通知書
　［別紙参照］

　別記第4号様式（第9条関係）
　　
　　長洲町事業者設備等支援事業補助金不交付決定通知書
　［別紙参照］

　別記第5号様式（第10条関係）

　　長洲町事業者設備等支援事業補助金変更（中止）申請書
　［別紙参照］
　
　別記第6号様式（第10条関係）

　　長洲町事業者設備等支援事業補助金変更交付決定通知書
　［別紙参照］

　別記第7号様式（第11条関係）
　
　　長洲町事業者設備等支援事業補助金実績報告書
　［別紙参照］

　別記第8号様式（第12条関係）
　　
　　長洲町事業者設備等支援事業補助金額確定通知書
　［別紙参照］
　
　別記第9号様式（第13条関係）

　　長洲町事業者設備等支援事業補助金交付請求書
　［別紙参照］

　

